
草刈りの作業手順(規制内) ・本線のり面等の草刈作業(肩掛け式草刈り機使用)

重篤度

可能性
の
度合

リスク
評価 優先度

・作業打合わせ(KY活動) ・安全品質作業指示書による
・作業打合わせ(KY活動) ・発生草搬入場所の確認も行う
・作業人員の確認 ・作業分担・配置の確認
・使用機械・工具の点検 ・現場故障が無いように始業・終業点検の励行
・保護具の確認 ・メガネ等
・飛石対策 飛石対策要領

※作業開始前に、現場確認を行い、施工方法・安全対策等を再確認する。
　①使用機械の選択 ・石などの飛散により作業 3 5 8 Ⅳ
　　・通行止規制内のみ刈払機を使用可だがチップソーは石飛番を使用する。 　員がケガをする。 　の着用
　　・路肩：切土法尻、盛土法肩はトリマー式草刈機の使用
　　・中分：トリマー式草刈機の使用
　②通行止規制内 ・石などの飛散により通行 3 5 8 Ⅳ ・飛散防止ネットの使用
　　・工事用車両、工事関係者が通過する場合、機械を必ず止めること 　車両に当たる。 ・トリマー式草刈機の使用
　　・作業隣接箇所に駐車車両がある場合、トリマー式草刈機または
　　　手刈り対応とし、その際はメンテ担当者と相談する。

・燃料缶の保管 ・燃料缶はシートで養生する ・燃料缶が高温になり発火する 3 3 6 Ⅲ
・ケーブル露出箇所の確認 ・作業員全員に施工場所及びトリマー式草刈機使用箇所の説明の徹底。

・ケーブルにリボンテープで目印つける。
・ケーブルの目印が常に確認出来る状態で施工を行う。
・草刈作業については、ケーブル周辺約50cmの範囲は人力除草・除草剤対応とし、 ・ケーブルを切断してしまう。 4 4 8 Ⅳ ・作業前の現場確認をする
　トリマー式草刈機等の機械作業を禁止する。 ・ケーブルの近接は手作業
・仮設ケーブルの連続してある個所は施工しない。 　もしくは除草剤散布する
　（施工時は事前協議をする）
・点在する露出ケーブルについては事前に前後３ｍほど
　現場責任者ｏｒ副責任者の立会のもと作業完了まで行う。
・ツル等が絡んで引きずり込めない場合カマ等を使用し人力で処理する。

・危険物(ゴミ等)の除去 ・飛散、キックバックするような物は前もって除去する。 ・針金等が自分に飛んでケガ 4 5 9 Ⅴ ・作業前の点検。
・急勾配の法面やC-BOX上等で作業時は滑落・墜落防止対策実施 ・施工前に現地を確認し、必要であれば親綱、安全帯等を使用し、 ・法面から滑落・転落する 4 2 6 Ⅲ

　　滑落・墜落防止対策を行う。

・肩掛け式草刈り機にて刈り込み ・刈り手と寄せ手の教育をする ・草刈り機で寄せ手にケガをさ 5 1 6 Ⅲ ・刈り手、寄せ手の作業間隔を
　せる。 　5ｍ以上開ける

・刈り倒した草を寄せ集める ・刈り手は保護具（メガネ、スネアテ等）の着用 ・互いに声を掛け合う。
・のり面等、急な斜面は足元確認。 ・足元が滑って転倒する。 1 5 6 Ⅲ ・スパイク等滑り止めの検討。
・上下作業の禁止。

・燃料缶の保管 ・燃料缶はシートで養生する。 ・燃料缶が高温になり発火する。 3 3 6 Ⅲ ・シートで養生する。
・消火器を設置する

・パッカー車及びトラックに積込み ・車両の駐車は、出来るだけ見通しの良い場所へ置く。
・トラック積込はラバコン側では行わない。

　※パッカー車への積込は、【パッカー車積み込み作業手順書】による。

・排水溝内、積込み箇所の清掃 ・排水溝内に刈った草はないか。
・積込後の草は散乱してないか確認する。

・指定された場所へ運搬する ・遠距離を回送するので速度に充分注意。
・トラックの積荷確認、バッカー車のゲートロック確認を確実実行する。

・終礼の実施

注意事項 ・発生草は指定された場所以外の搬入禁止
・ケーブル露出箇所、機械刈り禁止
・刈り手は保護具(メガネ)確実着用
・作業ヤードが狭い一般車注意
・規制外作業禁止
・規制内での作業開始前「避難場所を定めて、避難訓練を実施する」
・ハチ注意(殺虫剤の携帯、エピペン、ポイズンリムーバーの携帯)
・草木の挿入は必要時トンボなどを使用する
・夏季は熱中症対策計画書順守

内　　　　　　　　　　　　　　容 留　　　意　　　事　　　項 危険性・有害性の洗い出し リスク低減措置

準備工

・シートで養生し、消火器を設置する。

作業開始
ケーブル確認
危険物の除去

・保護具（保護メガネ、防護面等）

仕上げ

草運搬

後片付け

作業中の滑落・墜落対策 ・親綱、安全帯の使用

刈込み及び草集め

積込み


